
総務省政策評価基本計画を改正する訓令の概要 

 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）第６条により行政

機関の長は、３年以上５年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画を定めることと

されている。現行計画の対象期間は平成２０年度から２４年度であるが、行政支出総点検

会議においてとりまとめられた「指摘事項～ムダ・ゼロ政府を目指して～」（平成２０年  

１２月１日）に対応した政策評価が求められていることや平成２１年度目標設定表（案）

において主要な政策の名称の変更が行われたことから、これらを踏まえた必要な改正を行

うものである。 

改正箇所及び改正理由の概要は別紙のとおり。 

 

（施行期日） 

 平成２１年４月１日 

 

（参照条文） 

○行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六号）（抜粋） 

第六条 行政機関の長（行政機関が、国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整委

員会である場合にあっては、それぞれ国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整

委員会。以下同じ。）は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、

三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画（以下「基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２～３（略） 

４ 行政機関の長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知すると

ともに、公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

 

別添１ 



【第２章第１節】 

第２章 政策評価の実施に関する方針 
第１節 政策評価の実施に関する基本的な考え方 
１（略） 
２（略） 
３ 「経済財政改革の基本方針２００７」（平成１９年６月１９日閣議決定）において
政策評価の機能の発揮について定められたことを踏まえ、施政方針演説等で示され
た政策について、政策評価を適時的確に実施することが必要である。 
４ 「指摘事項～ムダ・ゼロ政府を目指して～」（平成２０年１２月１日行政支出総点
検会議）を踏まえ、自律的な無駄の削減に一層資するよう政策評価の取組を強化す
ることが必要である。 

〔理由〕 

 「指摘事項～ムダ・ゼロ政府を目指して～」（平成２０年１２月１日行政支出総点検会議

とりまとめ）において、各府省自らが自律的に無駄の削減に取り組むべきと指摘されたこ

とを踏まえ、政策評価の実施に関する基本的な考え方に加えるものである。 

 

【第６章第２節２】 

第６章 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施等
に関する事項 

第２節 事後評価において使用する評価方式の基本的な適用の考え方その他事後評価の
取組方針 

２ 事後評価の対象政策 
（１）予算・決算との連携の要請を踏まえて整理した以下に掲げる総務省の主要な政
策については、計画期間内において、実績評価方式又は総合評価方式により政策
評価を実施する。 
ア （略） 
イ 地方行財政 
① 分権型社会にふさわしい地方行政体制整備等 
② 地域振興（地域力創造） 
③ 地方財源の確保と地方財政の健全化 
④ 分権型社会を担う地方税制度の構築 

（以下略） 
〔理由〕 

  平成２１年度目標設定表（案）を踏まえ主要な政策の名称を変更。 

 

【附則】 

附 則（平成１９年１１月２６日総務省訓令第６０号） 
 １ この訓令は、平成１９年１１月２７日から施行する。 
 ２ 平成１９年度において実施する政策評価については、なお従前の例による。 
 

附 則（平成２１年３月３１日総務省訓令第１８号） 
この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
〔理由〕 

本訓令の施行期日を新年度の開始日である平成２１年４月１日とするもの。 

別 紙 


